
審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴い要請があったもの。

構造式

用途 農薬/除草剤

作用機構

スル小二′レウレア系除草剤Fぁ る。作用機構は分岐鎖アミノ酸 (バ

リン、ロイシン及びイソロイシン)生合成の初期段階に関与するアセ
トラクテ■卜合成酵素 (ALS)の 活性阻害と考えられる。

適用作物/適用雑草等 農薬登録申請 :移植水稲/水田一年生雑草等

我が日の登録状況̀ 鼻薬登録はない。(新たに農薬登録申請がな吉れたものである。)

諸外国の状況
国際拳準は設定されていない。
諸外国においても残留基準値は設定されていない。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容二日摂取量 (ADl)0 01lmg/kg体重/dav

[設定根拠1 1年間慢性毒性試験 (イ ヌ・混餌)

無毒性量 1.1l mg/kg体 重力ay

安全係数 100

基準値案
月1紙 1の とおり。
残留の規制対象物質 :プロピリスルフロンとする。

暴露評価

TMD1/ADI比は、以下のとおり。

「MDIノ/ADl lt

(%)

国民平均

幼小児 (1～ 6歳 )

妊婦 1.4

高齢者 (65歳 以上) 1_9

TMDI:理 論最大一 日摂取量 (TheOretical Maximum Dally lntake)

意見聴取の状況

平成22年 6月 11日 に在京大使館、の説明を実施
平成22年 7月 7日 ～8月 5日 パブリックコメントを実施
平成22年 7月 1日 ～8月 30日 WTO通報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

1 a E t) 7)b7 a) (Propyr isulfurori)
農薬名    プロピリスルフロン

___」t物残軍試験」押に「準」の手婁?あぅ0のは、推定残留業,|う||:示してル
:る
。
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答申 (案 )

スピネ トラム (Spinetoran)

審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯
農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴い要請があり、併せて

インポートトレランス制度に基づく基準設定の要請があつたもの。_

′

構造式

不ピネトラム
「
J           スピネトラ■―L

用途 農薬/殺虫剤

作用機構

ス
=ネ

トラムーJ及びスピネトラムーLの混合物である。鱗翅日、総

翅目皮び双翅目等の害虫に殺虫活性を示す。シナプス後膜に存在する

アセチルコリン受容体とγ一アミノ酪酸.(GABA)受 容体のイオンチキ

ンネルに作用しt神経活動に異常をllき起こすことにより殺虫効果を

示すものと考えられる。               
′

適用作物/適用病害卑等

農薬登録申請 :り、んご、なし、もも心トマ ト、キャベツ等/キンモ

γ3巣ご卜r`ζttЪモン、オレンジ、グレープフルーツ
等/ミ カンキジラミ、アザミウマ類、鱗翅目幼虫等

我が国の登録状況
農薬登録はない。(新たに農薬登録申請及びインポー トトレランス

申請がなされたものである。)

諸外国の状況

レタス、 トマト等に国際基準が設定されている。

米国においてアスパラガス、バナナ等に、カナダにおいてプロツコリ

ー、りんご等に、EUにおいてグレープフルニツ、なし等に、オース

トラリアにおいてりんご、すもも等に、ニュTジニランドにおいてり

んご、なし等に基準値が設定されている。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容一日摂取量 (AbI)0 024 mg/kg体 重/dav

[設定根拠]1年間慢性毒性試験 (イ ス・混餌)

無毒性量 2.49mを /kξ 体重/day

安全係数 100      1

基準値案
別紙 1の とおり。

残留の規制対象物質 :ズピネトラムとする。

暴露評価

TMD1/AD:比は、以下のとおり。

ake)

TMDl′ /ADl 上ヒ

(%)

国民平均

幼小児 (1～ 6歳 )

妊婦

高齢者 (65歳以上)

TMDI:理 論最大一 日摂取量 heoretical Maximum Dai ly Int

意見聴取の状況

平成22年 8月 10日 に在京大使館今の説明を実施

平成22年 9月 3日～10月 2Fパブリックコメントを実施

今後、WiT O通報を実施予定

答申案 別紙 2の とおり。
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(男り剰時2)

農産物名 帥案
¨

轍獅
録

無

登

有

考基準値

作物残留試験成績等晰葬
¨

円鞭
ノ
基

甲 〈002.く 002

申 018,005

ンタス 1( 申 247,430(サ ラダ菊
ぬ ギ 申 010013

トマト
ナ■十

0 申

由

0.13,007(ト マD
008,027(3)(ミ ニトマト)

レモン        :

オレ́ ン(ネ■プルオレ″ お む)

グジエプフル‐ッ

ライム

´ 柚 め ヽ え′姜ぅ 猫 阜 生

0

0〔

0.(

0〔

IT

IT

IT

IT

030

0.30

0.30

0.30

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメ1,カ

【0032111*-0142(→■ln=5
(米国スピノサD】

k∝。そ■1掘螢動
0'2061■ Dく叶i3)

休国スピノサド)】

【0016()01451■ l作6)

(米国スピノサド)】
:

【米国レモン、オレンジ、

雀 纂 撃 募じ勢
|

りんご

日本なし
西洋なし
マルメロ

0.:

0〔

0〔

IT・ 申

申
IT・ 申

0.20

020
0_20

アメリカ

アメリカ
アメリカ

【く
l』鯨!」l:蹴月

(米国スピノサド参照)】

012,009

【日本なし参照】
【米国りんご参照1

kま 0 申

二ヽ■ 申 014058(3)

IT アメリカ 〔米国りんご参口1

ぎんなん
くり
ベカン
アーモンド
くるみ
あ 納 の 十 ′゙ツ 精

001
0.01

001
001
001

な 申 126(3)o33(荒 本

キの筋肉
スの筋肉
その他の陸棲哺手し類の筋肉
牛の脂肪_  :
啄の月旨肪
その他の陸襖哺乳類の脂肪
費

02
02
02
001

Ю

Ю

Ю

０

０１

０
‥
Ю

答 申 (条 )

農薬名 スピネトラム
(月 ll糸氏1)

難誦お7:霧
=理

さ話をξ吊翻酪鍋醸為積塩」した。

(注 1)「その他のかんきつ類果実」とは、
かんきつ類果実のうち、みかん、なつみ
かん、なつみかんの外果皮、なつみかん

の果実全体、レモン、オレンジ、グレープ
フルーツ、ライム及びスパイス以外のもの

をいう。

1黎継 銹 ま嗜羅 肇
なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あ
んず、ち も、うめ、おうとう、ベリー類果

れ 粽 渫 )(箪み ア

"(ド
ンゴー、パッションフルーツ、なつめやし
及び″ イヾス以外のもめをいう。

(注 3)「その他のナッツ類」とは,ナンッ類
のうち,ぎんなん,く り,ペカン,アーモン
ド及びくるみ以外のものをいう。

①■)「その他の陸棲哺乳類に属する動

蜜盲吉:,m惚 のう

0にれらの作物残留試験は(

($)これらの作物残留試験は、
*:ィムノアッセイ

食品名
残留基準梶

キャベツ    ー _
/タス 1

ねぎ

マ ト 0

にす     _
レモン 0

オレンジfネープルオレンジを含む)

グレープフルーツ

イ ム

み∩昴めヽ

'′

まつ麺早
=に '

,んご         _ 0

日本なし

雪洋なし 0

<)vlE 0

その他 の果 実
(望 02

ス′なん

ム藤

ぞあ他のナッツ類(・°
苺

この 脂 肪

その他の陸棲哺平L顔⊇塵壁L___
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審議の対象 動物用医薬品の食品中の残留基準の設定

経緯
薬事法に基づく動物用医薬品の製造販売の承認申請に伴い意見聴取があっ

たもの                       ,

構造式 ｏ人
一

Ｃ喝

一

適用動物/用途 豚/解熱鎮痛薬

作用機構 塩基性非ステ由ィド性抗炎症薬である:

我が国の承認状況 承認されていなし`。(新たに承認申請がなされたもの)

諸外国の状況
国際基準は設定されていなしヽ。

諸外国においても基準値は設定されていない。

食品安全委員会に

おける食品健康影

響評価結果 :

許容一日摂取量(ADI)0.03 mg/kg体重/日 :    ‐ ｀ 下

[設定根拠]104週間 発がん性試験(ラツト・混餌投与)

最小毒性量 30バ g/kg体重/日 (発がん性は認められなからた)

安全係数 1000

基準値案 別紙 1のとおり。

残留の規制対象物質:アセトアミノフエン

暴露評価

TMD:/ADI比 は、以下のとおり。

TMD1/ADI(%)

国民平均

幼小児(lγ o歳 )

妊婦 0.02

高齢者(65歳 以上)

意見聴取の状況 平成 22年 9月 3日 ～同年 10月 2日 パブリックコメントを実施

答申案 別紙 2のとおり。

アセトアミノフiン (Acetahinophen)
(別紙 1)

アセトアミノフエン

食品名
基準値(案 )

ppm

豚の筋肉

豚の脂肪

豚の肝臓

豚の腎臓 001

豚の食用部分
*1｀ 拿2

*1:食用者「分とは[食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪t肝臓及び腎臓以外の部

分をいう。          . :
*2:食用部分について|ま 、小腸の値を参照した。
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側 紙 2)

答申(案 )

アセトアミノフェン

食品名
残留基準値

ppm

豚の筋肉

豚の月旨肪i

豚の肝臓

豚の腎臓

豚の食用部分
*

*:食用部分とは、食用に供される部分のうちt筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部

分をいう。   ヽ

パクロプトラツール (Paolobutrazol)

審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯
魚介類への基準設定の要請があり、サせてポンテイプリスト制度導

入時に設定した基準ltLの見直しを行うもQP   

一

構造式

OH

11'(3)ri沐
〔†

'「
(2ぇ昴)体 (κ 3o‐体

用途 農薬/植物成長調整剤

作用機構
トリアゾール系植物成長調整剤である。植物体内におけるジベレリ

ンの生合成を阻害して矮化作用を発現する。

適用作物 水稲、もも1お うとう、温州みかん、やまもも

我が国の登録状況 米、もも、みかん等に農薬登録がなされている。

諸外国の状況

国際基準は設定されていない。

EUに おしヽていちご、ラズベリー、プラックベリー等に、

オーストラリアにおいてアボカド、マンゴー等I「、
ニュージニランドにおいて核果類等に基準値が設定されている。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容‐日摂取量 (ADl)0,02 mg/kg体 重/day

[設定根拠]2年間 慢性毒性/発がん性併合試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 2 0 mg/kg体重/day

安全係数 100

基準値案
別紙1の とおり。

残留の規制対象物質 :パクロプトラゾールとする。

暴露評価

TMDI′/ADl比 Iま 以下のとおり。
TMDI′ /ADl lL

(%)

国民平均

幼小児 (1～ 6歳 )

妊婦

高齢者 (65歳 以上)

TMDI・ 理 論 最 大 ― 日澤取 詈 (Th eoretical ||laximum Dai lv Intake)理論最

意見聴取の状況 軍議舞 :月 ツ晶1尾剛 11誹暮皇施
平成22年 7月 1日 ～8月 30日 WTO通種を実施__

答申案 別紙 2の とおり。
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